
※補助対象者である「個人枠」と「登録団体枠」の申請の流れについて記載しています。

※詳細については環境衛生課（0875-73-3007）まで。
■個人枠で補助金の申請を考えている場合

◇この猫はあなたの猫ですか？ → 【はい】　飼い猫の補助金申請へ

　↓　【いいえ】

◇三豊市内で生息している野良猫ですか？ → 【いいえ】　市外の猫は補助対象外です。

　↓　【はい】

◇個人で補助金を受けようと考えていま
　か？ → 【いいえ】　団体の申請方法へ

　↓　【はい】

◇申請者は三豊市内に住所がありますか？ →
【いいえ】
補助を受けることはできません。

　↓　【はい】

◆猫の捕獲・手術をする前に、市に事前相談
　し、支援の適否を受けてください。市の職員
　が事前相談票により聞取りを行い、現地確
　認を行います。

◇事前相談・現地確認により支援が必要と
　判断されましたか？

→
【いいえ】
補助を受けることはできません。

　↓　【はい】

◆支援申請書と誓約書を提出してください。

◇申請後、市から支援決定等通知書により
「支援決定」の通知を受けましたか？

→
【いいえ】
「支援申請を却下」との通知があった場合
は補助を受けることはできません。

　↓

◆支援決定後、支援申請書兼誓約書の内容
　を変更または事業を中止したい場合、支援
　事業変更（中止）承認申請書を提出してく
　ださい。

→

【はい】
※５匹まで不妊去勢手術を受けさせること
が可能です。猫の捕獲や動物病院との調
整は申請者が行ってください。
手術後、当該年度末までに交付申請書・必
要書類を提出してください。

※個人枠
　　不妊去勢手術費のみ補助
　　補助額：メス 上限16,500円
　　　　　　 　オス 上限11,000円

〈野良猫等のTNR活動費等補助金・申請の流れ〉



■登録団体枠で補助金の申請を考えている場合

◇この猫はあなたの猫ですか？ → 【はい】　飼い猫の補助金申請へ

　↓　【いいえ】

◇三豊市内で生息している野良猫ですか？ → 【いいえ】　市外の猫は補助対象外です。

　↓　【はい】

◇団体として補助金を受けますか？ → 【いいえ】　個人の申請方法へ

　↓　【はい】

◇団体の代表者は、香川県の譲渡ボランティ
　ア制度に登録していますか？
◇団体の構成員は、代表者を含めて２人以
　上であり、香川県内に住所がありますか？

→
【いいえ】
補助を受けることはできません。

　↓　【はい】

◆TNR活動団体登録申請書と誓約書を提出
　してください。
◇提出後、登録決定通知を受けましたか？

→
【いいえ】
補助を受けることはできません。

　↓　【はい】

◆野良猫、多頭飼育崩壊場所の猫の申請
　手続きを行ってください。
◆登録決定後、登録事項に変更がある場合
　は、変更届を提出してください。

◆野良猫の場合
　（頭数制限はなし） →

※手術後、当該年度末までに交付申請書・
必要書類を提出してください。

◆多頭飼育崩壊場所の猫の場合
　（5匹まで） →

支援申請書兼誓約書を提出してください。
・自治会長等の署名と誓約書には飼い主
の署名が必要です。
・県と市の担当課が、多頭飼育崩壊場所の
飼い主立会いのもと、現場確認票により調
査を行います。

◇市から支援等決定通知書により「支援決
　定」の通知を受けましたか？ →

【いいえ】
「支援却下」となった場合は補助を受けるこ
とはできません。

　↓

◆支援決定後、事業の変更または中止した
　い場合は、TNR活動変更（中止）申請書を
　提出してください。

→
【はい】
※手術後、当該年度末までに交付申請書・
必要書類を提出してください。

登録団体枠
※不妊去勢手術費　補助額：個人枠と同じ
※治療費・消耗品費　補助額：いずれも上限10,000円


